
平成 30年 8月 8日 

短期資産の資産管理機関選定について 

 
 
 短期資産について、下記のとおり、資産管理機関を選定しました。 
 
 

記 
 
 
【短期資産】 

資産管理機関名 
資産管理サービス信託銀行株式会社 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 
 
 
 

以上 

 


